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【検討結果】

①日常生活圏域に設置する「生活支援コーディネーター」は宍粟市社協に委託する方向で検討

民間事業所が行っている生活支援サービスの情報収集

利用対象者のガイドラインを作成

　生活支援サービス体制整備の進捗状況

●「生活支援コーディネーター」を平成27年4月より地域包括支援センターに配置

   　※生活支援コーディネーターは、地域の支え合い活動を発掘したり、新たな支え合いの活動を推進する
　　　役割を担う

   ・平成27年11月に「生活支援コーディネーター養成研修」を受講

●平成27年度の今後の取り組み

会議名　 開催日

通所型サービス部会
（通所介護サービス事業所代表者会）

生活支援サービス検討会議

8月7日

生活支援サービス推進会議（準備会）

生活支援サービス推進会議

6月９日

８月21日

社会福祉協議会との打ち合わせ 10月27日

生活支援サービス検討会議

参加者

・社協・社協ヘルパーステーションみなみ
・訪問介護あすなろ
・シルバー人材センター（2人）
・行政職員                                  計13人

・行政職員                                　計14人

※通所型サービスAとは、現在の通所介護サービスの運営基準を、市が独自に設定
　するサービス事業所です

（１）生活支援サービス（見守り・配食・買い物・家事援助等）

（２）訪問系サービスの再構築

（３）通所系サービスの再構築

通所型サービスAの運営基準の作成

・社協職員・行政職員　　　　　　計７人

②一次予防事業は「いきいき百歳体操」の普及を重点的に取り組み、現行の委託事業は廃止の
　方向で検討

③二次予防事業は提供体制を見直し、継続実施の方向で検討

●検討会議の開催状況及び検討結果

・連合自治会・民生委員児童委員協議会連合会
・老人クラブ連合会・社会福祉協議会
・社協ヘルパーステーションみなみ
・訪問介護あすなろ・シルバー
・行政職員　                                計8人

7月28日

・行政職員                                　計14人8月7日

・社協やすらぎ介護センター
・すこやかリハビリセンター
・通所介護事業所やまさき白寿園・デイかえで園
・デイちくさの郷・ぷらっとホームさつき
・行政職員　　　　　　　　　　　計6人

認知症地域支援推進員の活動状況 　 　
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（３）介護職員対象の研修会の開催

（４）地域住民向けの認知症施策のＰＲチラシの作成

   ・平成27年７月に「認知症地域支援推進員養成研修」を受講

●認知症地域支援推進員の役割と具体的活動

●「認知症地域支援推進員」を平成27年4月より地域包括支援センターに配置

   　※認知症地域支援推進員は、認知症に関する医療と介護の流れを強化し、認知症施策の推進において
         中心的な役割を担う

●平成27年度における今後の取り組み

４．その他の認知症関連事業

　

・認知症予防教室の開催
・研修会への参加

　　　　　　　　　　　　等

23回

（１）上記活動の継続

（２）認知症カフェの新規開設（市内５か所）への支援

1回①認知症の人や家族等への相談支援
②「認知症初期集中支援チーム」との連携等による、必要な
　サービスが認知症の人や家族に提供されるため調整

・ケースカンファレンスへの
　参加

　　　　　　　　　　　　等

３．相談支援・支援体制構築

・認知症カフェへの開設支援
・認知症キャラバンメイト連
　絡会
・認知症サポーター養成講座
　の開催
　（対象：西信職員・警察職
      員・地域住民等）

　　　　　　　　　　　　等

２．認知症対応力のための支援

15回

具体的な活動役　　　　　割

・西播磨認知症疾患医療連携
　協議会運営委員会
・宍粟市認知症施策検討会

　　　　　　　　　　　　等

12回

回数

１．医療・介護等の支援ネットワーク構築

①認知症の人が認知症の容態に応じて必要な医療や介護等の
　サービスを受けられるよう関係機関との連携体制の構築
②認知症ケアパスの作成・普及等
　※認知症の方の状態に応じた適切なサービス提供の流れ

関係機関等と連携し以下の事業の企画・調整を行う

①介護保険施設等の相談員による、在宅で生活する認知症
　の人や家族に対する効果的な介護方法などの専門的な相
   談支援
②「認知症カフェ」等の開設
③認知症ライフサポート研修などの認知症多職種協働研修
  の実施
④「認知症サポーター養成講座」の企画・実施
⑤その他認知症に関する普及啓発
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           ■宍粟市がめざす介護の将来像（地域包括ケアシステム） 

国が示す地域包括ケアシステムの５つの要素「医療」「介護」「予防」「住まい」「生活支援」を一体的に提供し、高齢者が地域で生き

がいをもち、安心して暮らせるよう地域の実情にあった地域包括ケアシステムの構築をめざします。 

  

 

 

 

 

【地域包括ケアシステムがめざすもの】 

・市民が安心して住み慣れた地域で、つながりをもちながら生活できる。            

・高齢化や疾患によって生活のしづらさが生じた時は、家族や近隣、ボランティアの支援を受けることができる。 

・医療や介護が必要になった時には、切れ目のない医療・介護サービスを個々に応じて受けることができる。 

・個人の尊厳や財産を守ることが保障されている。 

 

◆介護予防教室 ◆認知症予防教室

◆いきいき百歳体操の普及

◆健康教室

◆特定健診・特定保健指導

◆地域リハビリテーション活動支援事業

不足するサービスや担い手

の創出、養成、活動する場

の確保や利用者と提供者と

のマッチングを行います。

老人クラブ

健康づくり・介護予防

生活支援コーディネーター

介護予防

在宅サービス

施設・居住系サービス

◆特別養護老人ホーム

◆老人保健施設

◆グループホーム

◆サービス付き

高齢者向け住宅 など

◆訪問介護 ◆訪問看護

◆通所介護 ◆通所リハビリ

◆短期入所生活介護

◆小規模多機能型

居宅介護 など

医療と介護の連携

◆宍粟市医療と介護連携会議の開催

◆医療・介護職の人材育成

◆地域包括ケアの理解促進

◆認知症対策の推進

◆かかりつけ医等の推奨 など

公立宍粟総合病院【基幹病院】

◆急性期、回復期

◆地域医療連携室

◆地域包括ケア病棟

かかりつけ医など【通院】

【日常の医療】

◆医院・診療所

◆歯科医院

◆薬局

認知症初期集中支援チーム

◆相談や訪問

◆認知症疾患医療

センターへの紹

介や診断指導

宍粟市地域包括支援センター

【サブセンター】

◆一宮保健福祉課

◆波賀保健福祉課

◆千種保健福祉課

宍粟市社会福祉協議会

ケアマネジャー

◆山崎支部 ◆一宮支部

◆波賀支部 ◆千種支部

◆居宅介護支援事業所
社会福祉法人・シルバー人材センター・ボランティアなど

【内容】見守り・配食・買い物・家事援助 など

生活支援サービス

介
護

医
療

認知症カフェ


